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答

弁

第

六

二
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衆
議
院
議
員
床
次
德
二
君
提
出
少
年
法
第
六
十
一
條
（
記
事
の
掲
載
の
禁
止
）
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を 

送
付
す
る
。 
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茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
床
次
德
二
君
提
出
少
年
法
第
六
十
一
條
（
記
事
の
掲
載
の
禁
止
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

現
行
少
年
法
第
六
十
一
條
に
罰
則
が
除
か
れ
て
い
る
の
は
、
憲
法
第
二
十
一
條
の
趣
旨
も
あ
り
、
事
柄
の
性
質
上
む
し

ろ
関
係
者
の
自
粛
に
ま
つ
方
が
か
え
つ
て
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。 

二 

最
近
新
聞
記
事
と
し
て
報
道
さ
れ
た
事
例
に
徴
す
れ
ば
、
少
年
の
保
護
更
生
上
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
。 

三 

当
局
と
し
て
も
、
少
年
事
件
の
報
道
に
は
細
心
の
注
意
を
拂
い
、
今
後
に
お
い
て
現
行
の
禁
止
規
定
の
み
で
は
少
年
の

保
護
更
生
上
に
及
ぼ
す
障
害
が
防
止
で
き
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
罰
則
の
制
定
を
考
慮
す
る
外
は
な
い
と
の
所
存
で
あ 

り
、
現
在
情
勢
を
見
ま
も
つ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




